
粉
河
寺
縁
起
の
中
世
的
再
編

─ 『
粉
河
寺
御
池
海
岸
院
本
尊
縁
起
』
と

和
泉
山
脈
山
麓
地
域
の
宗
教
文
化 

─

大
橋
直
義

応
永
二
六
～
七
年（
一
四
一
九
～
二
〇
）に
根
来
寺
で
書

写
さ
れ
た
延
慶
本『
平
家
物
語
』第
五
末（
巻
十
）に
は
、

屋
島
内
裏
を
出
奔
し
た
平
維
盛
が
高
野
山
か
ら
熊
野
へ

向
か
う
途
上
、粉
河
寺
に
赴
き
、寺
内
諸
堂
を
巡
礼
し
た

と
い
う
独
自
の
一
章
段
が
載
る
。こ
の
章
段
で
永
仁
五
年

（
一
二
九
七
）建
立
・
供
養
の
大
門
に
言
及
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、現
存
延
慶
本
の
親
本
が
や
は
り
根
来
寺
で
書
写
さ
れ

た
延
慶
二
～
三
年（
一
三
〇
九
～
一
〇
）の
直
前
に
こ
の
記

事
が
成
立
し
、『
平
家
』の
一
部
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
注
目

を
集
め
て
き
た（
武
久
一
九
七
六
）。そ
の
よ
う
な
経
緯
に
加

え
て
、「
和
文
縁
起
」（『
粉
河
寺
縁
起
幷
霊
験
記
』【
４
】等
）

か
ら
法
懐
大
徳
伝（
廿
八
）・
石
崇
上
人
伝（
廿
五
）・
公

舜
法
印
伝（
卅
一
）を
引
用
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
高
野
大
師（
空

海
）・
日
吉
山
王
・
熊
野
権
現
の
勧
め
に
よ
っ
て
粉
河
寺
参

詣
を
発
願
し
た
先
例
と
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
、湯
浅

の
住
人
で
あ
る
藤
原
宗
永
が
献
じ
た
八
重
桜（
和
文
縁
起

十
三
。谷
口
二
〇
〇
四
）、花
山
院
詠（
同
六
。結
句「
長
キ
夜

ノ
夢
」で
延
慶
本
は
書
陵
部
本「
和
文
縁
起
」に
同
。新
拾
遺

和
歌
集
一
四
五
一「
修
行
せ
さ
せ
た
ま
ふ
け
る
時
粉
河
の
観

音
に
て
御
札
に
か
か
せ
給
う
け
る
御
歌
／
花
山
院
御
製
」及

び
続
群
書
類
従
本
は「
後
の
夜
の
や
み
」）に
も
言
及
す
る
な

ど
、興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。

中
で
も「
其
日
ハ
粉
河
ヘ
詣
給
フ
。先
大
門
ヲ
指
入
テ
最
初
出

現
之
霊
崛
御
池
ヲ
拝
給
ヘ
バ
、童
男
大
伴
之
影
像
、御
堂
ノ
左

右
ニ
立
給
ヘ
リ
」「
カ
ク
テ
放
光
瑞
相
之
勝
地
根
本
精
舎
ヘ
詣

給
ヒ
、見
レ
バ
庭
上
一ヲ
藤
原
宗
永
ガ
…
」と
す
る
平
維
盛
の
諸

堂
巡
礼
の
経
路
に
注
意
し
た
い
。「
粉
河
寺
四
至
伽
藍
図
」

【
36
】、「
粉
河
寺
参
詣
曼
荼
羅
」【
74
・
79
】に
よ
っ
て
確
認

さ
れ
う
る
室
町
期
以
後
の
堂
宇
の
位
置
関
係
か
ら
す
れ
ば
、

大
門
を
通
り
抜
け
て
御
池
坊
に
詣
で
、そ
の
後
に
本
堂
に
向

か
う
と
す
る
一
行
の
巡
礼
次
第
は
い
か
に
も
実
態
に
即
し
て

い
る
。し
か
し
な
が
ら
、延
慶
本『
平
家
』及
び「
和
文
縁
起
」

が
参
照
す
る『
粉
河
寺
大
率
都
婆
建
立
縁
起
』【
参
考
１
】が

述
べ
る
仁
範
の
寺
内
巡
礼
に
お
い
て
は
、「
已
顕
現
」し
て
い
る

「
光
明
地
」（
現 

本
堂
。漢
文
縁
起
）・「
宝
鐸
地
」（
現 

十

禅
律
院
。和
文
縁
起
廿
六
）と
、「
猶
隠
蜜
」で
あ
る「
距
木

地
」（
大
榎
。漢
文
縁
起
）・「
出
現
地
」（
現 

御
池
坊
。和
文

縁
起
十
一
）と
か
ら
な
る「
四
勝
地
」を
寺
内
に
点
じ
、そ
の

上
で「
出
現
地
」に
大
率
都
婆
を
建
立
し
た
と
し
て
い
る
。つ

ま
り
延
慶
本『
平
家
』は
、『
建
立
縁
起
』に
依
拠
し
な
が
ら

も
、そ
こ
に
明
示
さ
れ
て
い
る
次
第
と
は
異
な
る
順
序
で
の
諸

堂
巡
礼
を
平
維
盛
に
行
な
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仁
範
の
巡
礼
か
ら
維
盛
の
そ
れ
へ
の
転
換
に
関
し
て
、大
き

な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が『
粉
河
寺
御
池
海
岸
院
本
尊

縁
起
』【
33
】で
あ
る
。先
年
、稿
者
は
、本
絵
巻
の
下
絵【
34
】

と
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵『
粉
河
寺
旧
記
』が
謄
写
す
る

天
明
七
年（
一
七
八
七
）奥
書
本
と
を
検
証
し
、翻
刻
・
解

題
を
付
し
た（
大
橋
二
〇
一
八
）。こ
の
絵
巻
に
つ
い
て
は
、明

治
四
五
年（
一
九
一
二
）刊『
西
国　

第
三
番

粉
河
霊
刹
の
栞
』に「
御
池

坊
宝
物
」と
し
て「
御
池
海
岸
院
絵
縁
起　

書
画
共
筆
者
不

詳
」と
あ
る
一
方
、文
化
七
年（
一
八
一
〇
）写『
粉
河
寺
旧

記
控
』【
73
】の「
御
池
坊
什
物
類
」に
は
立
項
さ
れ
な
い
。こ

の
こ
と
か
ら
、前
稿
で
は
、天
明
七
年
を
隔
た
ら
な
い
一
八
世

紀
末
に
下
絵
が
制
作
さ
れ
た
も
の
の
浄
書
さ
れ
る
に
は
至
ら

ず
、下
絵
で
あ
る
故
に
文
化
七
年
六
月
の
寺
社
奉
行
へ
の
報

告
に
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
た
。し
か
し
、今
回
、本
画

二
軸
が
本
展
の
準
備
段
階
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
、少
な
く

と
も
本
画
の
制
作
は
文
化
七
年
六
月
以
降
、一
九
世
紀
前
期

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
訂
正
を
加
え
た
い
。な
お
、本
画
と
下
絵

の
関
係
に
つ
い
て
、特
に
巻
上
の
第
一
画
か
ら
第
三
画
ま
で
に

大
き
な
相
違
が
み
ら
れ
る
他
、図
様
の
異
同
を
確
認
で
き

る
。こ
の
点
、後
考
が
俟
た
れ
る
が
、た
だ
し
縁
起
内
容
に
相

違
は
な
く
、特
に
詞
書
本
文
に
つ
い
て
は
部
分
的
に
真
名
仮

名
の
置
換
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、字
配
り
を
も
等
し
く
書
写

し
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
白
で
あ
る
。

さ
て
本
絵
巻
は
、粉
河
寺
本
尊
と
そ
れ
を
造
像
し
た
童

男
行
者
が
同
体
で
あ
る
こ
と
、御
池（
出
現
地
）が
粉
河
寺
の

根
源
で
あ
る
ゆ
え
に「
ま
づ
こ
（ゝ
―
御
池
坊
）に
詣
で
、次
に

金
堂（
―
本
堂
＝
光
明
地
）に
あ
ゆ
み
な
ら
は
」す
も
の
で
あ

る
と
述
べ
る（
巻
上
・
第
四
段
）。延
慶
本
が
言
及
す
る「
御

池
」そ
ば
の「
御
堂
ノ
左
右
」に
立
つ「
童
男
大
伴
之
影
像
」と

い
う
構
図
は
、「
千
手
観
音
二
十
八
部
衆
及
び
童
男
行
者
・

大
伴
孔
子
古
像
」【
10
】と
同
様
、『
本
尊
縁
起
』が
主
張
す
る

「
粉
河
寺
本
尊
＝
童
男
行
者
」説
が
前
提
と
な
ら
ね
ば
機

能
し
な
い
。さ
ら
に
、『
本
尊
縁
起
』巻
上
で
は
童
男
行
者
が

登
場
す
る「
和
文
縁
起
」三
・
九
・
十
一
・
廿
四
・
廿
五
お

よ
び「
漢
文
縁
起
」佐
大
夫
説
話
を
参
照
し
、ま
た『
粉
河

寺
発
基
以
来
記
』「
童
男
大
士
御
自
作
幷
信
濃
に
通
ひ
給
ふ

事
」の
類
同
話
を
引
い
て
お
り
、両
者
の
方
法
的
類
似
を
も

併
せ
考
え
る
な
ら
、延
慶
本
の
粉
河
寺
巡
礼
記
事
と
の
近
さ

に
ま
す
ま
す
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、い
つ
ご
ろ
か
ら
こ
の
よ
う
な
縁
起
言
説
が
生
じ
て
き

た
の
か
。巻
下「
粉
河
寺
御
池
海
岸
院
童
男
行
者
縁
起
」は
、

文
明
一
八
年（
一
四
八
六
）の
御
池
坊
童
男
堂
の
火
災
と
由

良
興
国
寺
管
内
に
安
置
さ
れ
て
い
た
童
男
行
者
像
の
真
像

の
帰
還
を
物
語
り
、翌
長
享
元
年（
一
四
八
七
）御
池
坊
の

コ
ラ
ム
④
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再
建
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る（
最
後
の
絵
が「
餅
ま
き
」の
場
面

で
あ
る
こ
と
も
面
白
い
）。本
絵
巻
が
上
下
巻
で
内
題
を
異

に
す
る
こ
と
、加
え
て「
和
文
縁
起
」等
の
既
存
の
縁
起
資

料
を
引
用
・
参
照
し
つ
つ
独
自
の
御
池
坊
理
解
を
示
す
上

巻
と
、文
明
一
八
年
春
の
御
池
坊
童
男
堂
の
火
災
か
ら
真
像

の
帰
還
ま
で
を
具
体
的
な
日
時
に
言
及
し
な
が
ら
叙
述
し
、

『
粉
河
寺
旧
記
』（
天
英
本
）【
35
】文
明
一
四
年
六
月
一
四

日
条
等
に
よ
っ
て
実
在
を
確
認
で
き
る「
御
池
頼
舜
」を
始

め
、「
北
田
三
郎
大
夫
定
清
」や
十
穀
坊
聖「
覚
音
」ら
を
色

鮮
や
か
に
描
く
下
巻
と
の
間
の
方
法
の
相
違
を
念
頭
に
置

く
な
ら
ば
、両
巻
が
異
な
る
段
階
で
成
立
し
た
蓋
然
性
は
高

い
。こ
の
点
、前
稿
で
簡
説
し
た
よ
う
に
、巻
下
の
内
容
が
成

立
す
る
の
は
長
享
元
年
か
ら
さ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
一
五
世
紀

末
期
と
見
る
べ
き
だ
が
、延
慶
本『
平
家
』に
お
け
る
粉
河

寺
・
御
池
坊
理
解
と
も
共
通
す
る
上
巻
の
内
容
は
、御
池

坊
が
一
山
を
支
配
し
、安
定
的
に
寺
家
執
行
・
学
頭
を
継

承
し
始
め
る
以
前
の
応
永
年
間
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。な
お
、こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、延
慶
本『
平
家
』に
粉
河

寺
巡
礼
記
事
が
置
か
れ
た
の
は
一
四
世
紀
初
頭
と
す
る
従

来
説
を
修
正
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
の
だ
が
、こ
の
件
に
つ

い
て
は
別
に
稿
を
改
め
る
こ
と
に
す
る
。

永
享
二
年（
一
四
三
〇
）頃
に
粉
河
寺
の
寺
域
か
ら
移
転
し

た
誓
度
院
は
、一
三
世
紀
末
期
以
後
、覚
心
門
流
が
止
住
す

る
興
国
寺
末
の
禅
院
と
な
っ
て
い
た（
大
石
二
〇
〇
四
）。殊
に

応
永
年
間
の
粉
河
寺
と
法
燈
派
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
え

ば
、耕
雲（
花
山
院
長
親
／
子
晋
明
魏
）の
存
在
に
注
意
さ
れ

る
。足
利
義
満
の
晩
年
以
後
、特
に
義
持
期
に
お
け
る
歌
道

師
範
・
古
典
学
者
で
あ
っ
た
耕
雲
は
、『
霊
巌
寺
縁
起
』『
衣

奈
八
幡
宮
縁
起
』『
紀
州
由
良
鷲
峯
山
法
燈
円
明
国
師
之
縁

起
』と
いっ
た
紀
州
・
法
燈
派
に
関
わ
る
諸
寺
社
の
縁
起
の
制

作
・
改
作
に
従
事
し
て
も
い
た
。そ
の
動
向
に
つ
い
て
も
や
は

り
稿
を
改
め
る
が
、小
稿
に
お
い
て
重
要
な
の
は
応
永
三
三
年

（
一
四
二
六
）に
足
利
義
持
が
粉
河
寺
本
尊
戸
帳
を
奉
納
す

る
に
際
し
て「
御
願
旨
趣
」を
執
筆
し
て
い
る
点
で
あ
る（『
満

済
准
后
日
記
』四
月
三
日
・
一
〇
日
・
二
〇
日
条
）。も
ち
ろ

ん
こ
の
出
来
事
を
以
て
、応
永
年
間
の
縁
起
再
編
へ
の
耕
雲
の

関
与
を
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、そ
の
可
能
性
に
つ
い
て

は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。な
お
、宮
内

庁
書
陵
部
蔵
後
崇
光
院
貞
成
親
王
筆『
粉
河
寺
縁
起
』に
合

写
さ
れ
る「
粉
河
寺
続
験
記
」に
こ
の
時
の
願
文
が
示
さ
れ
る

が
、建
武
三
年（
一
三
三
六
）三
月
、足
利
尊
氏
が
戸
帳
を
奉

納
し
た
際
に
玄
恵
法
印
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
と
さ
れ
る
願

文
で
は「
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩
幷
侍
者
童
男
部
類
眷
属

二
十
八
部
衆
」と
し
て
童
男
行
者
を
観
音
の「
侍
者
」と
位
置

づ
け
て
い
る
一
方
、耕
雲
に
よ
る
願
文
で
は「
観
自
在
尊
数
多

眷
徒
四
七
部
衆
」と
す
る
の
み
で
、童
男
行
者
と
観
音
と
の

関
係
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
か
に
も
読
め
る（
義
教
代
の
永

享
三
年
一
〇
月
の
願
文
に
お
い
て
も
同
様
）。

法
燈
派
と
の
関
わ
り
と
い
う
点
で
は
、巻
下
の
内
容
が
さ

ら
に
重
要
で
あ
ろ
う
。童
男
行
者
の
真
像
が
安
置
さ
れ
て
い

た
由
良
の「
岡
の
堂
」が
興
国
寺
の
管
掌
下
に
あ
っ
た
と
読
め

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、「
河
原
と
いへ
る
山
里
」に
住
す
る

「
北
田
三
郎
大
夫
定
清
」の
家
系
が
無
本
覚
心
の
弟
子
で

あ
る
至
一
の
母
の
家
系
で
あ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（『
紀
伊
続
風
土
記
』那
賀
郡
猪
垣
村「
廃
誓
度
寺
」）。至

一
と
そ
の
母
を
祀
る
宝
篋
印
塔
の
所
在
す
る
西
河
原
村
の

釋
尊
寺
に
は
応
安
元
年（
一
三
六
八
）中
巌
圓
月
賛「
至
一

上
人
像
」【
48
】等
の
至
一
に
関
わ
る
寺
宝
が
伝
来
す
る
が
、

加
え
て『
続
風
土
記
』に
は「
粉
河
御
池
坊
童
男
佛
の
縁
起

あ
り
。巻
尾
に「
文
明
十
九
年
、河
原
北
田
定
清
」と
書
す
。

書
法
善
し
。定
清
は
至
一
上
人
の
母
家
北
田
三
郎
大
夫
の
後

と
い
ふ
」と
記
録
さ
れ
て
も
い
る
。文
明
一
九
年（
一
四
八
七
）

の「
縁
起
」は
現
存
し
な
い
も
の
の
、『
続
風
土
記
』が
編
纂
さ

れ
た
江
戸
後
期
に
は
伝
存
し
て
い
た
よ
う
だ
。

こ
の
至
一
を『
太
平
記
』巻
三
六
に
見
え
る「
外
法
成
就

の
志
一
上
人
」と
同
一
視
す
る
の
が
、禅
徳
寺
蔵
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）写『
犬
鳴
山
七
宝
瀧
寺
記
』で
あ
る
。本
書
に

は
釋
尊
寺
蔵「
至
一
上
人
像
」へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
と
共

に
、正
平
一
七
年（
一
三
六
二
）に
犬
鳴
山
七
宝
瀧
寺
を
再

興
し
た
の
が
志
一
で
あ
る
と
す
る
伝
が
見
え
て
い
る
。こ
れ

に
先
立
っ
て
は
、志
一
上
人
が
植
え
た
樹
に
言
及
す
る
七
宝

瀧
寺
蔵〔
室
町
後
期
〕写『
葛
城
峯
中
之
宿
次
第
深
秘
記
』

が
あ
る
が
、現
状
で
は
七
宝
瀧
寺
所
蔵
資
料
に
こ
れ
を
遡
る

志
一（
至
一
）伝
承
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。た
だ
、九

条
政
基
が
文
亀
二
年（
一
五
〇
二
）に
書
写
し
た
九
条
家
旧
蔵

『
七
宝
瀧
寺
縁
起
』に
は
、嘉
慶
年
中（
一
三
八
七
～
八
九
）

に
伽
藍
を
修
造
し
た「
大
歇
禅
和
尚
」す
な
わ
ち
大
歇
勇

健（
一
三
二
九
～
八
六
）の
名
が
見
え
て
い
る
。大
歇
は
、そ

の
伝
に
拠
れ
ば「
紀
之
粉
河
大
慈
住
持
」で
あ
る
高
山
慈
照

（
覚
心
資
。「
大
慈
」は
未
審
）を
師
と
し
、建
仁
寺
・
大
雄

寺
に
参
じ
た
後
に「
大
慈
」住
持
と
な
っ
た
法
燈
派
の
禅
僧
で

あ
る
。「
大
吠
山
」（
犬
吠
つ
ま
り
犬
鳴
か
）と
の
往
還
に
も
言

い
及
ぶ
な
ど
、中
津
川
行
者
堂（
極
楽
寺
）に
も
比
肩
す
る
葛

城
二
十
八
宿
の
枢
要
と
し
て
の
七
宝
瀧
寺
と
法
燈
派
の
禅
僧

と
の
関
わ
り
が
見
い
だ
せ
る
点
、興
味
深
い
。二
十
八
宿
で
言

え
ば
、鳴
滝
山
円
明
寺（
鳴
滝
不
動
）と
大
福
山
千
手
寺（
現 

日
蓮
宗
本
恵
寺
。直
川
観
音
）が
法
燈
派
と
の
関
連
で
知
ら

れ
る
が
、粉
河
寺
・
興
国
寺
を
軸
と
し
た
中
世
紀
州
の
宗
教

文
化
史
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、和
泉
山
脈
山
麓
地
域
の
南

北
に
わ
た
る
さ
ら
な
る
調
査
と
検
証
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

小
稿
が
点
描
し
た
粉
河
寺
縁
起
の
中
世
的
再
編
に
関
わ
る

動
き
も
、そ
の
圏
内
で
生
じ
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
和
歌
山
大
学
准
教
授
）

134


